
一般社団法人防災活動支援センター　定款

第１章　総則

（名称）

第１条　当法人は，一般社団法人防災活動支援センターと称する。

（主たる事務所）

第２条　当法人は，主たる事務所を高知県高知市に置く。

２　当法人は，社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

（目的）

第３条　当法人は，以下の事業を通して，地域防災，防災教育，地域福祉の推進，向上に貢

献することを目的とし，次の事業を行う。

(1) 学校，行政機関，自主防災組織，企業，個人などを対象とした防災教育・研修およ

びその支援

(2) 防災学習用教材・ツールの開発・製造・流通・販売・運用

(3) 防災イベントの企画・運営

(4) 避難所運営マニュアルの作成

(5) 既存の防災用学習ツールを使った学習支援

(6) 防災活動におけるボランティア活動のコーディネート

(7) 足湯活動による地域福祉の向上

(8) 福祉施設における活動支援

(9) 空き家を使った防災拠点づくり

(10) 商品・サービスの開発・製造・流通・販売

(11) 調査・分析業務

(12) コンサルタント業務

(13) その他，防災に関する支援業務

(14) その他，上記に関する付帯業務

(15) その他，当法人の目的を達成するために必要な事業



（公告）

第４条　当法人の公告は，官報に掲載する方法により行う。

第２章　社員

（入社）

第５条　当法人の社員として入社しようとする者は，社員総会において別に定めるところに

より申し込み，代表理事の承認を受けなければならない。

（退社）

第６条　社員は，社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより，任意に退

社することができる。

（除名）

第７条　社員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会の特別決議によって当該

社員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

（社員の資格の喪失）

第８条　前２条の場合のほか，社員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，その資格

を喪失する。

(1) 総社員が同意したとき。

(2) 当該社員が死亡し若しくは失踪宣告を受け，又は解散したとき。

（社員資格喪失に伴う権利及び義務）

第９条　社員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは，当法人に対する社員として

の権利を失い，義務を免れる。ただし，未履行の義務は，これを免れることはできない。



第３章　社員総会

（種別）

第１０条　当法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時社員総会の２種とする。

（構成）

第１１条　社員総会は，すべての社員をもって構成する。

（開催）

第１２条　定時社員総会は，毎年１回，毎事業年度終了後３か月以内に開催し，臨時社員総

会は，必要がある場合に開催する。

（招集）

第１３条　社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，代表理事が招集する。ただし，

社員の全員の同意がある場合には，書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合

を除き，その招集手続を省略することができる。

２　総社員の議決権の１０分の１以上を有する社員は，代表理事に対し，社員総会の目的で

ある事項及び招集の理由を示して，社員総会招集の請求をすることができる。

（議長）

第１４条　社員総会の議長は，代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは，その

社員総会において，出席した社員の中から議長を選出する。

（決議）

第１５条　社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き，出席した社

員の議決権の過半数をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず，次の決議は，特別決議として，総社員の半数以上であって，

総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散



(4) その他法令で定めた事項

（決議及び報告の省略）

第１６条　理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において，当

該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当該

提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

２　理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において，当該事

項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは，当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第１７条　社員総会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。

２　議長及び出席した理事は，前項の議事録に署名又は記名押印する。

第４章　理事

（理事の設置）

第１８条　当法人に，理事３名以上を置く。

２　理事のうちから，代表理事１名を定める。

（選任）

第１９条　理事は，社員総会の決議によって選任する。

２　代表理事は，理事の互選によって定める。

（理事の職務権限）

第２０条　代表理事は，当法人を代表し，その業務を執行する。

２　理事は，当法人の業務を執行する。

（任期）

第２１条　理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までとする。



２　補欠として選任された理事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする。

３　理事は，第１８条第１項に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任によ

り退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事としての権利義務を有す

る。

（解任）

第２２条　理事は，社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬）

第２３条　理事の報酬，賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益

は，社員総会の決議をもって定める。

第５章　計算

（事業年度）

第２４条　当法人の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。

（事業報告及び決算）

第２５条　当法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，代表理事が当該事業

年度に関する次の書類を作成し，定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1) 事業報告及びその附属明細書

(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

２　事業報告については，代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

３　貸借対照表及び損益計算書については，定時社員総会の承認を受けなければならない。

第６章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第２６条　本定款は，社員総会の特別決議をもって変更することができる。



（解散）

第２７条　当法人は，次の事由によって解散する。

(1) 社員総会の特別決議

(2) 社員が欠けたこと。

(3) 合併（合併により当法人が消滅する場合に限る。）

(4) 破産手続開始の決定

(5) その他法令で定める事由

第７章　附則

（最初の事業年度）

第２８条　当法人の最初の事業年度は，当法人の成立の日から平成２８年３月末日までとす

る。

（設立時役員）

第２９条　当法人の設立時役員は，次のとおりである。

設立時理事　伊藤創平

設立時理事　瀧石幸子

設立時理事　堀江俊佑

設立時代表理事　伊藤創平

（設立時社員）

第３０条　設立時社員の氏名又は名称及び住所は，次のとおりである。

高知県高知市朝倉横町１１番１５号

設立時社員　伊藤創平

高知県高知市朝倉横町１４番１２号

設立時社員　瀧石幸子

高知県高知市朝倉丙２１３８番地１０

ロイヤルハウス３０５号室

設立時社員　堀江俊佑



（法令の準拠）

第３１条　本定款に定めのない事項は，すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

その他の法令に従う。

以上，一般社団法人防災活動支援センター設立のためこの定款を作成し，設立時社員が次

に記名押印する。

平成２７年１１月２０日

設立時社員　伊藤創平

設立時社員　瀧石幸子

設立時社員　堀江俊佑


